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「携帯電話基地局の設置事業者に対する要請」について 
 

携帯電話基地局から発せられる電磁波について、健康被害を不安視する住民の声が当町に

寄せられており、本年６月の町議会定例会では、基地局の新設や改造について、地域住民と

事業者との紛争を未然に防ぐことを目的として、「携帯基地局設置について設置・変更手続

き条例の制定を求める陳情」が提出され、審査の結果、採択されました。 

以上の状況を踏まえ、町では、電気通信事業者６社に対し、令和５年 8 月 17 日付けで、

別紙参考のとおり「携帯電話基地局の設置における住民説明について」を文書で要請しまし

たのでお知らせします。 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．要請先（電気通信事業者６社） 

  ・株式会社 NTT ドコモ 

・KDDI 株式会社 

・ソフトバンク株式会社 

・Wireless City Planning 株式会社 

・UQ コミュニケーションズ株式会社 

・楽天モバイル株式会社 

 

２．要請事項  

  ・周辺住民への対応 

携帯電話基地局を新設又は改造する場合は、周辺住民等並びに基地局が所在す

る地区に対し、計画及び工事の内容等を周知のうえ、説明を行うなど適切な対

応を行うこと。 

  ・町への報告等 

   携帯電話基地局の新設等を行う場合は、町へ事前報告（基地局の所在地や設置 

場所等）及び事後報告を行うこと。 

  


